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我が国における動物由来感染症対策 
Countermeasures in Japan for Preventing Zoonoses

厚生労働省 健康局結核感染症課 課長補佐・森田  剛史
Takeshi MORITA, DVM, Deputy Director,
Tuberculosis and Infectious Disease Division, Health Service Bureau, Ministry of Health, Labor 
and Welfare

○森田  剛史

　よろしくお願いします。

　このシンポジウム最後のプレゼンとなりますけども、

私に与えられたテーマ「我が国における動物由来感染

症対策」ということでございます。私どもの所管する

法律というのは、感染症法と狂犬病予防法と、この二

つがあります。ちょっとかたい話になってしまって恐

縮なんですけれど、この二つを中心にお話をしていき

たいと思います。

　まず、動物由来感染症と私たちと言っております。

研究会の名前「人と動物の共通感染症」という名称を

使っております。同じような言葉で、厚生労働省は、やっ

ぱり人の健康を守るという観点から、どうしても人を

【スライド 1】

【スライド 2】

中心に見ますので、動物由来感染症という言葉を使っ

ております。同じような言葉であるということで御認

識をいただければと思います。【スライド 1-2】

【スライド 3】

　この動物由来感染症対策の法令のやってきた経緯と

いうものをお示ししたのが、この図になります。1950

年ですので、昭和 25 年なんですが、狂犬病予防法とい

うものができました。これは主として犬を対象とした人

のための狂犬病対策の法律ですけれども、それが 1999

年ですから、平成 11 年ですかね。そのときに検疫のほ

うの対象動物、それまではほぼ犬を対象にしてたんで

すが、猫とか、アライグマとか、キツネとか、そういっ

たものも研究の対象に加えるとか。あるいは、これは

ちょっとずれてますけれども、平成 16 年に、2004 年

になりますけども、そのときに検疫の方法、これ、農

林水産省のほうになりますけども、検疫の方法を強化

したということで、狂犬病予防に関しては、こういっ

た形で経緯をしてきてるということでございます。

　一方、感染症法という法律が、これは平成 10 年の法

律改正で、施行は平成 11 年４月からということで、感

染症法というものができたということです。一番最初

は、猿の輸入禁止と言ったものがあったわけですけど、

その後、例えばプレーリードックとか、ハクビシンとか、

あるいはコウモリとか、マストミスと、いろんな疾病

がそのとき、そのとき問題になりましたので、そういっ
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【スライド 4】

【スライド 5】

た禁止動物というのをどんどん追加してきたというの

が一つあります。

　 そ れ か ら、 こ れ は 平 成 15 年 の 改 正 に な り ま す。

2003 年ですが、平成 15 年の改正によりますと、例えば、

獣医さんとか、動物業者さんの責務みたいな規定です

ね。関連規定にはなりますけども、責務みたいな規定

を入れたり、あるいは、輸入動物の届け出制度という

ことで、これまでは、特に哺乳類とか、鳥類というのは、

余り規制なく入ってくるものがあったわけですけども、

これによって、動物検疫しないようなものでも届け出

をしなければならないという形になってきたりとかい

うことでやってきた。あるいは、このときの感染症では、

むしろ動物対策のための物件の措置ができるというこ

となので、感染源動物の措置も追加していくといった

形で、感染症法の改正を行っているという経緯で現在

に至っているというのが法令の大きな流れになります。

【スライド 3】

　　まず、狂犬病対策について、ちょっとお話をして

いきたいと思います。狂犬病なんですが、これは犬と

いう文字がありますけれども、哺乳類動物がすべて感

染するということはよく知られていることだと思いま

す。通常は、発病した動物の咬傷によって、そこから

唾液が運ばれていって、それが体内に入って感染して

いくということです。人では、多くは一、二カ月の潜

伏期間を持ち、あるいは、犬では３から８週間ぐらい

の比較的長い潜伏期間を持って発症し、一度発症して

しまえば、まず助からないというような病気です。た

だし、人で感染した場合は、人から人というのはリス

クとしてはあり得ますけれども、そうした事例という

のはほとんどないというようなものになります。実際、

感染動物にかまれた人がいた場合には、ワクチンの接

種によって発症を予防するというようなことがなされ

るということです。【スライド 4-5】

【スライド 6】

　日本での狂犬病の発生状況ですけれども、これは、

かつて、昭和 19 年のころとか、昭和 24 年から 25 年

のころというのは、実は、犬とか人でも比較的大きな

発生がありました。そうしたことがあって、昭和 25 年

に狂犬病予防法というものが制定され、そこで犬の対

策を強化したということで、それ以降、昭和 32 年を最

後に、動物も含めて、日本での狂犬病というのは確認

されなくなったというのが狂犬病に対する日本の発生

の歴史ということになります。

　ただし、人ということで見た場合、人、外国に行き

ますので、外国で感染されて、帰ってこられて発症さ

れたという方は、1970 年と 2006 年にありました。そ

ういったことであります。【スライド 6】

　狂犬病予防法に基づく対応というのは、今どういう状

況なのか、もしくは、どういうふうにやられているの

かということですけれども、厚生労働省が所管する法

律ですけれども、実際の国内の動物の対策というのは、

都道府県あるいは市町村というところで行われていま

す。ただし、通常期の対応といたしましては、基本的

には犬の所有者の方が犬を市町村に登録し、狂犬病の

注射を打っていただくということで、市町村はその状

況を把握する。それから、都道府県のほうでは、これ

は徘回犬というものですけれども、そういったうろう
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ろしている犬を捕獲し、抑留して、そして、所有者が

知れていれば所有者に返しますし、あるいは処分とい

うような形で、動物愛護のほうにはなりますけれども、

譲渡に適するものであれば譲渡をしたり、そのような

ものでなければ、かわいそうですけれども殺処分になっ

たりといった形で、通常期の対応として、犬のコント

ロールをしているということになります。

　それから、もう一つは輸入のところですけれども、犬、

猫等の動物が輸入されるときには、動物検疫所によっ

て検疫をして入ってくると。要するに、狂犬病のおそ

れのないものだけが入ってくるような仕組みになって

いるということです。ただし、一たん国内で狂犬病が

発生をしたといった場合に、これは都道府県の対応に

なりますけれども、そういった発症動物とか、そういっ

たおそれのある動物の隔離ですとか、あるいは、係留

の命令といったもの。一連の結構強い措置もあります

けれども、とることができるということで、国内の動

物の発症対策ということをするということでございま

す。【スライド 7】

　これは、世界の狂犬病の発生状況です。日本は、昭

和 32 年以降発生はないということで青い形で示されて

おりますけれども、世界的には、ほとんどの国が狂犬

病をまだ持っていてというか、維持されていて、特に

【スライド 7】

【スライド 8】

【スライド 9】

中国とか、フィリピンとか、インドといったところは、

人の患者さんですけれども、相当多く出ている状況で

ありまして、これは、ある意味、確かに日本は清浄国

ということでありますけれども、物流というのは非常

に活発ですから、こういった、いつ何どき入ってくる

かもしれないというリスクは常にあるということは考

えなくてはいけないということです。【スライド 8】

　それから、狂犬病の媒介動物の関係ですけれども、

流行に重要だとされてる媒介動物というのは、地域に

よってかわりはあります。ただし、アジア地域では犬

というのが重要だとされています。特に、野生動物で

人との接触が少ない動物であれば、比較的、人が感染

していくというリスクというのは小さくなっていくわ

けですけれども、特に、犬のように人に近いところに

ある動物であった場合には、もし入ってきた場合には、

それによって人が感染していくというリスクが高くな

るということであります。日本ではこういう状況です

ので、犬というものに対して予防注射を行っていただ

いて、それでもって、人への万一の侵入時での蔓延とか、

発生防止というものを図っていると、そういう状況に

なるということです。【スライド 9】

　これは水際対策ということで、狂犬病に対して関係

法令でどういうことをやっているのかということです。

【スライド 10】
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【スライド 11】

先ほど申しました狂犬病予防法の中では、これらの動

物に対して研究をしております。実績的には、犬とし

ては 7,200 頭ぐらい、猫ですと 1,800 頭ぐらいという

のが、平成 22 年度ですけれども、入ってくる数です。

　それから、感染症法の中では、コウモリとか、猿とか、

輸入禁止動物では狂犬病という形ではないですけども、

実質は入ってこなくなってきていると。そして、それ

以外の哺乳類動物については、輸入の届け出というこ

とをしていただくということになっていまして、実際、

狂犬病にかかっていないという旨での証明書を出して

もらって入ってくるわけですけども、大体、それを見

ますと、45 万頭ぐらい、平成 22 年ですけども、入っ

ています。ただし、その中の多くはゲッシ類ですので、

狂犬病のリスクは高い動物ではありませんけども、こ

ういう状況になっているということです。【スライド 10】

　厚生労働省としては、狂犬病、今、発生ないからい

いですけれども、実際、発生したときにどう対応する

のかというのを準備しておくということが重要ですの

で、こういったガイドラインも策定しております。こ

れは 2001 年につくったものですけど、これは、実際、

疑われたものが、あるいは疑われた人があった場合に、

どのようなステップで確定診断まで持っていくかとい

うような流れを詳細に書いたというのが、このときの

ガイドラインです。それから、今なんですけれども、

今度は、国内の飼育員で、仮に狂犬病が見つかったと

いった場合に、どのように対応していくのかといった、

ちょっと一歩進めたガイドラインも、今、策定のため

の研究を進めていただいているというところです。

　これは、私たちがつくっているポスターなんですけ

ども、これは昔の記録の映像の一部をちょっと切った

ものなんですけども、こういった、かつては確かにあっ

て、かわいそうな方がいらっしゃったということを、

やはり皆さん忘れてはならないということです。確か

に 60 年ぐらい起こっておりませんけども、やっぱり、

【スライド 12】

何年ぶりというのは、いつ何どき起こるかわからない

というところを肝に命じたいと思っております。

【スライド 12】

　狂犬病の予防のためにということで、厚生労働省の

ホームページの中では、こういったことを言っており

ますというところです。一つは、海外渡航者の方です。

時折そういった事例が起こりますので、海外渡航者に

対しては、まず、むやみに海外で動物に手を出さない

ということですね。それから、犬等にかまれた場合には、

まず傷口を石けんで洗って医療機関を受診して、まず

処置を受けてくださいということです。それから、研

究所ではそういった御相談に乗れますので、何かあっ

たときには、帰国時に御相談のところで申し出ていた

だければということです。【スライド 13】

　それから、次に、犬を飼ってる方についてですが、

やはり、狂犬病対策としては犬というのが重要だとい

うことです。法令に基づいたもと、注射を受けさせると、

登録をするといったことについてはお願いしたいとい

うことを、これは我々からは継続的に訴えていくとい

うところです。【スライド 14】

　狂犬病の関係は、とりあえず終わらせて、次に感染

症法の対策の話をさせていただきます。感染症法と簡

単に言っておりますけれども、感染症法の名前はちょっ

【スライド 13】
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と長い、ここに書いてるような名前でございまして、そ

の目的は、感染症の発生を予防し、その前の防止を図

るということです。そのための手段として、ここに書

いてありますようなことを行っていると。一つは、基

本的には基本指針というのを国が策定して、その基本

指針に基づいて、予防計画というのを都道府県で策定

したらいいと。それに従った対応をしていくというこ

とです。

　それから、二つ目は、感染症の発生の状況を把握す

るということで、医師や獣医師から届け出をしていた

だいて、それを状況把握し、その状況を公表していく

【スライド 14】

【スライド 15】

【スライド 16】

ということです。それから、把握した情報ですが、そ

のときには、どういう対応をするかということで、必

要に応じて、例えば、その患者さんに対しては、就業

制限をしていただいたり、かけたり、入院の勧告をし

たりと。あるいは、実際、原因が何だったのかといっ

た調査をしたり、あるいは、感染源となってるような

ものがあれば、それらに対する措置をとっていくとい

うことです。これらは、疾病の種類によって、どうし

たものが必要かということで、とり得る措置というの

はその類型を通じてやっています。これは後で御説明

いたします。

　それから、患者さんに対しては適切な医療の提供と

いうことで、特殊な疾病、特にエボラ出血熱とかといっ

た疾病については、特殊な施設に入っていただくとい

うようなものをしていると。それから先ほど言いまし

た動物の輸入規制というようなものも行っていく。こ

ういったことで感染症法の体制がとられているという

ことです。【スライド 15-16】

【スライド 17】

　これが、先ほど言いました主な類型に応じた措置と

いうことです。類型としては１類から５類があって、

あと新型インフルエンザと感染症と。ほかにもありま

すけれども、こういった類型があって、その類型ごと

にとり得る措置が、法令上どういったものをとれると

いう形で、とることができるということで、この丸が

書かれているということです。【スライド 17】

　これまで申し上げました狂犬病とかオウム病という

のが４類感染症というところに区分されてまして、それ

が、何がとれるのかというと、例えば感染源になるよう

なものだとか、そうした病原体に汚染された場所とか、

物件の消毒ができるとなっています。ただし、人から

人に感染するようなものではありませんので、例えば、

入院の勧告をしたりとか、就業制限をしたりとかとい

うことはバツということで、できないということになっ

ています。
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【スライド 18】

　一方、エボラ出血熱みたいな人から人に感染してい

くような重篤なやつについては、結構丸がついており

ますけども、就業制限とか入院勧告だけではなくて、

例えば、建物への立ち入り制限とか、あるいは交通の

制限といったような相当強い措置もとり得ることがで

きるという感じになっています。【スライド 17】

　感染症の発生状況をどうやって把握するのかという

のを示したのが、この図です。報告対象になっている感

染症、１類から４類、先ほどありましたけれども、あ

れらについては全数報告になっております。その患者

さんを診断したお医者さんは、すべて保健所に報告を

するということです。獣医さんも報告をするんですが、

それはすべて報告するわけではなくて、その中の一部

の対象感染症と対象の動物を、非常に限られています

けれども、それに該当するものについては保健所に報

告をするということになります。保健所は都道府県の

県庁に報告をし、その情報が厚生労働省に報告される

と、この三段構造になっております。

　ただし、実際上はコンピューターのシステムがあり

ますから、こちらで入力された情報は、ほぼ時期を同

じくして閲覧することはできる形になります。情報は

入るということになります。こうして得られた情報に

ついては、国民なりに、あるいは、医療機関なりに情

報提供されていくということです。【スライド 18】

【スライド 19】

　それから、動物の輸入規制の関係についてですが、感

染症に基づく動物輸入規制、輸入禁止と輸入届け出と

いうものがあると言いました。一方、輸入禁止のほう

ですが、輸入禁止には実は二つパターンがありまして、

一つは特別なものとして許可をしない限り輸入できな

いようなものと。それから、一定の条件に適合すれば、

動物検疫を受けることによって、禁止ではあるけれど

も輸入できるというものがありまして、それは、一部

の地域の猿ということになっております。輸入届け出

については哺乳類と鳥類というものが対象になってい

まして、衛生証明書を添付してもらって届け出しても

らう。それによって入ってくるということです。

　これによって、実際上、この届け出制度ができるこ

とによって、これまで余り制限がなかったものについ

ても一定の制限がかかるということで、いわゆる、間

接的ではありますけれども、感染症に対する予防的な

措置になっているんではないかなとは思います。

【スライド 19】

【スライド 20】

　それから、動物由来感染症の対応なんですけれども、

これは厚生労働省だけで、すべて何かできるというも

のではありません。このために関係機関との連携とい

うのは重要だということでありまして、ここに示した

ような連携を図っていくと。一つは輸入届け出の関係
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としますれば、輸入の関係でいくのは、農水省や環境

省や経産省や財務省といったような関係省庁との連携

というのがあります。それから、実際に国内で何かあっ

たといった場合には、これは、関係する地方自治体、都

道府県とか市町村の方々、あるいは、農水省とか環境

省とかの関係省庁、それから、人の話であれば医師会

ですし、動物の話であれば獣医師会といった関係の方々

と連携、協力しながら事に当たっていくということに

なります。

　それから、これは鳥インフルエンザの関係で挙げさ

せていただきましたけども、こういった関係省庁連絡

会というものもありまして、実際、鳥インフルエンザ

が発生しましたといったときには、こういった内閣官

房ｼｭﾎﾞｳの中で関係省庁が集まって、情報共有して対応

方針をとっていくということがなされています。
【スライド 20】

【スライド 21】

　それから、厚生労働省のもとで、こういった動物由

来感染症の対策というのは、やっぱり、適切な措置を

とるというのには、科学的な知見を収集していくとい

う必要があります。このため、厚生労働省では厚生労

働科学研究費補助金というものを使って、動物由来感

染症の研究を行っているということです。

　ここで挙げているのは動物由来感染症を主題にした

例ということですけれども、この新型インフルエンザ

と新興・再興感染症研究という事業の中では、これ以

外にも、いろんな動物由来感染症の関係の研究も、あ

るいは、人のまさに関係する感染症の研究も含めて、

いろんなものがやられていて、そういったもので動物

由来感染症対策の推進をしているということです。

　カプノサイトファーガと、先ほど話ありましたけど

も、そういった研究も含めて、こういった研究の中で

やられているということでございます。

【スライド 21】

【スライド 22】

　そうした研究をしている中で、例えば、こういった

ガイドライン、研究の成果としてガイドラインを策定

していただいてるということがあります。そうした策

定していただいたものを、厚生労働省の中では広く皆

さんにお示ししていって、役立っていってもらおうと

いうことです。個別の疾患としては、狂犬病あり、ウ

エストナイルあり、猿の細菌性赤痢といったものがあ

ります。あるいは、これは動物のものというよりは、

媒介蚊対策をどうするかいうことで、ウエストナイル

とか、チクングニヤの蚊の対策のためのガイドライン

があったり、あるいは、動物園なんかがあります動物

展示施設に対する共通感染症の対策のガイドラインと

いうことで、どうすれば問題なくできるかということ

を示してみたり、ちょっと特殊ですけども、補助犬の

衛生確保のための衛生管理ガイドラインといったもの

も作成しております。【スライド 22】

【スライド 23】

　また、いろんな事案というのが、時折ぽつぽつと出

てまいります。それが社会的に取り上げられてもいま

す。そういったものも含めまして、Ｑ＆Ａというもの

を示しまして、比較的どういう病気なのかとか、どう

いう診断とか、予防とかすればいいのかという情報を

示しています。狂犬病もありますけれども、ウエスト

ナイルとか、カプノサイトファーガとか、他に媒介性
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脳炎とか、こういった時々の問題に応じて、こういっ

たＱ＆Ａも作成しております。【スライド 2】

　それから、きょうお配りしておりますけれども、こ

の冊子ですけれども、こういったものには、一般の方

向けにつくってる冊子なんですけども、動物由来感染

症を予防するというために、一般的に日常生活で注意

することとして、こういうことを注意しましょうとい

うのをお願いしております。

　ここに書かれてあるとおりですけども、動物をさわっ

たら手を洗うとか。あるいは、砂場とか、公園で、あ

るいはガーデニングをしたといったときには手を洗う。

要するに手洗いの励行という話ですとか、あるいは、過

剰な触れ合い、節度あるというのを繰り返し申し上げ

ておりますけれども、過剰な触れ合いは控えると。あ

るいは、身の回りを清潔に保つ。それから、ふん尿と

いうもの、病原体を含んでいるおそれがありますので、

そういった処理というのは迅速にしていくと。

　それから、鳥の話がありました。室内で鳥を飼育す

るときには換気をするということです。それから、野

生動物の関係については、これは何を持っているかわ

からないという前提に立てば、極力さわらないという

のが基本的な対処になろうかと思います。

　それから、狂犬病の関係で言えば、法に基づいた対

応をしてくださいということをお願いしております。

こういったことを注意していただければということで

ございます。【スライド 24】

　動物由来感染症、非常に多岐にわたっています。そ

れらを理解するというのはなかなか難しいですけれど

も、厚生労働省とか国立感染症研究所の中の感染症情報

センターのページというのがありまして、そこにいろ

んな動物由来感染症に関する情報、あるいは、個別の

疾病別に感染症に関する情報が載っていますので、こ

ういったものを見ていただければ、大体どういうもの

かというのは、非常に学術的かもしれません、感染症

【スライド 24】 【スライド 25】

【スライド 26】

【スライド 27】

情報センターのほうは学術的かもしれませんけれども、

入手することができます。

　また、きょう、お配りしました一般向けのハンドブッ

クもありますし、それから、海外渡航者向けには、出

国ブースのところに、こういったものを置いたりとか。

動物、海外でかわいいと言って、すぐ買って持ってこ

れないことになりますので、そういったことがないよ

うに、あらかじめ周知する目的でのリーフレットといっ

たものをつくったりと。あるいは、こういったポスター

を使って、認知の周知ということを図っていっている

ということでございます。【スライド 25-27】
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　　大体、ざっと御説明いたしましたけれども、動物

由来感染症に関して、厚生労働省が対応する法律の関

係と、それから、法律に基づくというわけではありま

せんけども、調査研究とか、情報提供というものにつ

いて御説明しました。

　　どうもありがとうございました。

○岡部座長

　森田補佐、どうもありがとうございました。

　　法律というか、行政の仕組みの話なので、ちょっと

かたいところあったと思うんでけれども、結局は、日

常の生活にかなり密接に関係があるもんですから、も

し何か、今の機会に御質問とかありましたらどうぞ。

○質問者　先ほど、狂犬病のところの説明で、発病と

いうところと、発症というところとがあったんですけ

ども、どういう違いがあるんでしょうか。

○森田 先生

　済みません。言葉として、私、使い分けたつもりは

なかったですので、発病と理解していただければいい

と思います。

○質問者

　最近の動向なんで、ちょっと教えていただきたいん

ですけれど。地図で清浄国の色分けをされてましたけ

れど、何か、ＥＵの共同体の中での制度変化というか、

いわゆる検疫そのものの緩和によって、清浄国でなくな

る場合も考えられるというところが、英国とか北欧で

今言われていて、たしか去年、オーストラリアやニュー

ジーランドは英国そのものを清浄国から外していると

聞いたんですけども、厚生労働省のほうでも、たしか

昨年ですか、会議をなさって、結果として今、検疫の

場合、清浄国としての扱いを受けるのはどのあたりで、

清浄国は、まだ、あの地図のままなのかどうか、ちょっ

とそのあたりをお教えいただけますか。

○森田 先生

　これはちょっと複雑になるんですが、狂犬病の清浄

【スライド 28】

というのは発生のレベルで見るのか、それとも、もう

少し別の観点で見るのかということになるかと思いま

す。おっしゃられたように、ＥＵの場合は、ＥＵのペッ

トトラベルスキームというのが導入されて、実際、発生

とかというわけではなくて、一定の手続をすれば、Ｅ

Ｕ域内を動くことができる。要するに、ワクチンを打

つとか、そういうことなんですけれども、そういった

形で動くことができると。そういった措置をとってＥ

Ｕのイギリスとか、ノルウェーとか、そういったとこ

ろが、ペットトラベルスキームにのっとった対応をす

るということを、この１月からたしかするとなったと

きに、日本国として、英国、今、発生してるわけでは

ないけれど、どう扱うのかということで、狂犬病予防

法に基づく動物の対応としては、やはり農水省のほう

で検討していただいて、それについては、犬とか猫と

いうのは、狂犬病のリスクを限りなくゼロにするとい

う観点から、実際、その管理措置がゆるまるというこ

とだけで、発生とか非発生と関係なく、やっぱりこれ

はリスクがあるということで、いわゆる狂犬病の発生、

清浄国という扱いをやめて、今の扱いとしては、発生

国とそれ以外のところしかなくて、清浄国の扱いをせ

ずに、汚染国と同じ扱いにしていくというのをしたの

が、去年の農水省のやっている狂犬病予防法に基づく

措置になります。

　一方、感染症のほうも実は動物の届け出はやってお

るんですけれども、あれは、実は狂犬病の発生してな

い国として厚生労働省が定める地域となっていますの

で、厚生労働省のほうでは、実は発生ベースで規定が

されてるもんですから、単に、ちょっと措置がゆるまっ

たというだけで、それを引きずり落とすという感じに

はできませんので、そこは、今の段階では、地域の中

には、清浄と言ったらおかしいですけれども、非発生

地域の中に入れてるということで、ちょっと措置がず

れてるという形になってます。

　申しわけございません。ちょっと難しいと思います

が。

○質問者

　先生、おふれにならなかったんですけど、実験動物

のことについて伺いたいんです。もう 20 年ぐらい前に

なるんですが、腎症候性出血熱というのが、ゲッシ類

にはやりまして、それで動物実験施設でちょっと感染

があったと。それで、動物実験の従事者の人が１人亡

くなったとか、そういう事例がありました。それから、

猿に関しては、我が国の猿でもＢウイルスという抗体

が随分濃厚に存在してるようなんですね。それで、ほ
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とんど病原性はないようなんですけれども、海外では、

１人か２人亡くなってる事例があるというようなこと

で、やっぱり、こういう問題についても適切に管理し

ていかないといけないんじゃないかと思うんですね。

　それで、今、たまたま、動愛法の小委員会でも実験

動物施設のことについて論議されてますが、そこに参

加している動物実験者の委員の先生というのは非常に

優良な施設の先生で、要するに、動愛法で届け出制とか、

登録制をしくと研究の自由が阻害されるという論点か

ら反対されてるんです。ところが、一般市民がそうい

う実験動物から感染するという観点で、それを市民か

ら守るということからすると、行政としては、やはり

届け出制とか登録制をしいて、ある程度の指導をして

いかないといけないんじゃないかなと思うんですけど、

先生、御見解ありますでしょうか。

○森田 先生

　今言ってるのは、多分、動物愛護法の改正の話で、今、

実験動物の届け出をどうするかといった御指摘の話で

す。厚生労働省の関係でいけば、感染症の防止が図れ

ればいいという観点で、輸入届け出の制度、ゲッシ類

置いていますけれども、腎症候性出血熱も含めて、衛

生証明書の中で、それがないというのを担保してもらっ

て入ってくるということになっております。ただ、実

際、届け出制度というのは、動物愛護の関係でやる話は、

動物愛護で、今、検討している話ですから、私、厚生

労働省の立場で、そこはちょっと申し上げられないと

いうことだけは御容赦いただきたいと思います。

○質問者

　兵庫県は、個別に条例で届け出制をもう 20 年ぐらい

前からやってるんですね。それは、先生にお願いする

のは筋違いだとしたら、ﾔﾏｻﾞﾔ先生にぜひ頑張っていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。

○岡部座長

　ありがとうございました。ほかには、いかがでしょ

うか。

　それでは、ちょうど時間になったので、森田先生、ど

うもありがとうございました。本来ですと、もうちょっ

と時間があるはずでしたのが、３時間びっちり、おか

げさまで、プレゼンテーションと、それから質疑応答

というような形でできました。３時間、どうやって使

おうかなと実は思ってたんですけれども、非常にいい

御質問もいただきましたし、それから、それぞれの演

者の方から、それぞれのメッセージがあったと思いま

す。

　ペットから由来する感染症というのは一つのテーマ

なんですけども、本当は人間にとって感染症のもとで

一番多いのは人間なんで、これに対する注意が必要な

んですけど。しかし、感染症というのは、どこからで

も来る可能性がありますし、それから、今岡先生も例

にとられたようにゼロリスクではないので、できるだ

けゼロのリスクではないけれども、リスクを下げなが

ら共生をしていくというような考え方があるんじゃな

いかなと思います。鳥と人と安心して暮らすと言って

ましたけど、ペットと安心して暮らす。あるいは、ペッ

トも安心して暮らせるということが、これからも、もっ

と考え方として必要じゃないかと思いました。

　大変御熱心な参加をいただきまして、ありがとうご

ざいます。

○事務局

　皆様、お疲れさまです。恐れ入ります。事務局のﾕｶﾜ

と申します。本日は有意義なお話、お時間、ありがと

うございます、先生方。恐れ入ります、皆様、この後、

お時間もお急ぎの方もいらっしゃいますし、もしかし

たらレセプションに出てくださる方もいらっしゃると

思うんですけれども、お気づきかと思いますが、受付

前で寄附など募らせていただいております。趣旨とし

ましては、ﾑﾗﾀｶｵﾘ先生の著書は先生からの御寄附で、

今回の会議の運営に当てさせていただくということで、

著書を何冊か置いてくださってますので、御興味があ

れば御購入いただければと思います。

　また、福島県動物救護本部の缶バッジ、そんな多数

ではないんですけれども、これは、こちらの動物救護

の本部に全額こちらでお預かりして、また本部にお返

しして、寄附させていただくということになると思い

ますので、ごらんになっていただいて、趣旨に御賛同

いただける方は御協力いただければと思います。よろ

しくお願いします。

　皆様、ありがとうございました。お疲れさまでした。

失礼します。


